
今年は新年早々大きな地震や事故が発生しました。今回のことで、「いつ何が起こるかわか

らない、そんな時はどうしよう…」という気持ちになった方も多いのではないでしょうか？          

例えば、生命保険。別々に暮らしていると、親族がどのような保険に加入しているのか、

意外とわからないものです。 

そこで今回は「生命保険契約照会制度」についてご紹介しましょう。生命保険契約照会制

度とは、生命保険協会に問い合わせることにより、親族などが加入している生命保険につい

て、まとめて照会できる制度です。調査対象となるのは、照会受付時に有効に継続している

個人契約の保険です。死亡保険金支払済、解約済、失効等のもの、財形保険、財形年金保険

等は対象外です。 

照会制度はあくまでも存在有無の照会のため、契約内容の照会や請求手続きは、各生命保

険会社に問い合わせる必要があります。同制度を利用した旨を伝えると手続きはスムーズな

ようです。利用には「平常時利用」と「災害時利用」があります。 

（一般社団法人生命保険協会 ℡：03-3286-2648） 

 
事由 照会できる人 費用 

平常時 

死亡 法定相続人、遺言執行者等 
調査対象一人につき
3,000円（税込） 
  

判断能力が低下（※医師の診断が必要） 
法定代理人、任意代理人、3親等
以内の親族等 

災害時 
災害救助法が適用された地域で被災し死亡ま
たは行方不明になった場合 

配偶者・親・子・兄弟姉妹・法定代
理人・任意代理人等 

無料 

 

国が発行する国債には、償還期限により

超長期、長期、中期、短期に区分されます。     

では、長期とは何年のものをいうのでし

ょうか？ 

 

１ 10年 

２ 20年 

３ 30年 

 

（答えは裏面にあります！） 

2 月の誕生石であるアメジストは、心配

事や怒りなどを取り去り、災いから身を守

ると言われています。集中力や直感力を高

め、瞑想や祈りを助けるため、司祭は指輪

に、僧侶は数珠にして身につけています。 

また、枕の下に置くと悪夢を見ず、貴重

な情報が溢れる夢を見ることができるとも

言われています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜気軽に読めて役に立つマネー情報をお届けします！〜 

さくらマネー通信 №79 

万が一のときに、生命保険を一括で照会する制度があります！ 

2024年 

2月号 



2022 年度の育休取得率は女性 80.2％、男性 17.13％。男性の取得率も年々増加し、もうす

ぐ 2割に届こうとしています。でも、まだ 2割ともいえます。給付金は非課税で社会保険料は

免除となるため、手取りベースでは約 8割の収入を維持できます。 

社会保険料は免除されても将来の年金額が減ることはありません。 

産休・育休制度を上手に利用し、夫婦で協力しながら、大変な時 

期を乗り切りたいですね。 

 給付 支給額・支給時期 

産前 

産後

休業 

出産手当金 

【支給額】標準報酬月額の 3分の 2相当額。 

【支給期間】出産日以前 42日（双子以上は 98日）、出産日後 56日。 

※報酬がある場合でも 3分の 2未満の場合は差額を支給。 

育児

休業 

育児休業給付金 

※上限あり 

【支給額】休業開始から 180日間は休業開始前賃金の 67％。181日以降は

50％支給。賃金がある場合は「賃金＋給付金」が休業前賃金の 80％を超

えた分は減額。80％以上の賃金がある場合は支給なし。 

【支給期間】母のみ育休の場合は原則 1歳まで。パパ・ママ育休プラス制

度を利用する場合は、父母 2人合わせて原則 1歳 2ヵ月まで。保育所に入

所できないなど理由がある場合は最長 2歳まで。 

※2回に分けて取得可能。 

産後

パパ

育休 

出生時育児休業

給付金 

【支給額】育児休業給付金と同じ。 

【支給期間】出生後 8週間以内に最長 4週間。 

※2回に分けて取得可能。 

 

 

正解：１ 

 

長期国債は償還期限が 10 年の国債をい

います。長期国債の金利は長期金利の指標

でもあります。 

ちなみに、超長期国債は 15・20・30年、

中期国債は 2・5年、短期国債は 1年以内と

なります。 

 

能登半島地震での被災者の皆様へ、心からお

見舞い申し上げます。一日でも早い復興をお

祈りしております。 

地震保険の重要性についてもお知らせさせ

て頂きます。地震の原因で発生した火災は、

通常の火災保険では補償されません。地震保

険に別途加入が必要です。さらに、単発での

加入は難しいため、事前に検討し、火災保険

にオプションとして追加することをお勧め

します。これにより、地震による火災被害に

も備え、生活の安心を確保できます。 

 

   

手厚い出産・育児休暇、パパの育休取得率も増加中！ 

合同会社さくらコンフォートライフ 鈴木 博幸 

資産運用でご相談されたい方は,お気軽に‼ 

お問い合わせは suzukihiro@h8.dion.ne.jp まで！ 

 

 


